
秋田市告示第107号

秋田市河辺岩見温泉交流センターの指定管理者を次のとおり指定したの

で、秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

17年秋田市条例第45号）第10条の規定により告示する。

令和８年３月18日

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市河辺岩見温泉交流センター

２ 指定管理者 秋田市河辺三内字外川原101番地１

河辺岩見温泉交流センター管理運営協議会

会長 備 後 正 義

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで


